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五
日
受
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（
質
問
の 

一
九
） 

答

弁

第

一

九

号 
   

衆
議
院
議
員
上
原
康
助
君
提
出
沖
繩
の
米
軍
基
地
内
の
未
契
約
者
所
有
の
土
地
に
対
す
る
強
制
使
用
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
九
三
第
一
九
号 

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
五
日 

衆

議

院

議

長 
福 

田 
 

一 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鈴 

木 

善 

幸 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
上
原
康
助
君
提
出
沖
繩
の
米
軍
基
地
内
の
未
契
約
者
所
有
の
土
地
に
対
す
る
強
制
使 

用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

昭
和
五
十
七
年
五
月
十
五
日
以
降
に
お
い
て
も
引
き
続
き
米
軍
の
用
に
供
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
所
有
者 

 

等
と
の
合
意
又
は
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施 

 

設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等 

 

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
駐
留
軍
用
地
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
そ
の
使
用
権
を
取

得
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

駐
留
軍
用
地
特
措
法
が
、
憲
法
第
二
十
九
条
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 



四
に
つ
い
て 

駐
留
軍
用
地
特
措
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
べ
き
意
見
書
は
、
そ
の
提
出
が
な
か
つ
た
と
き
は
添
付 

 

を
要
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

今
回
、
同
法
に
よ
り
使
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
部
分
は
沖
繩
県
の
区
域
内
に
お 

 

け
る
位
置
境
界
不
明
地
域
内
の
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
の
明
確
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
手
続
を
完
了 

 

し
て
お
り
、
同
手
続
を
完
了
し
て
い
な
い
一
部
の
土
地
に
つ
い
て
も
位
置
境
界
明
確
化
作
業
を
通
じ
、
現
地
に 

 

即
し
て
特
定
で
き
る
状
態
に
な
つ
て
い
る
の
で
駐
留
軍
用
地
特
措
法
の
適
用
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 

昭
和
五
十
二
年
五
月
に
駐
留
軍
用
地
特
措
法
を
適
用
し
な
か
つ
た
の
は
、
同
法
に
よ
り
使
用
し
よ
う
と
す
る 

 

土
地
が
現
地
に
即
し
て
特
定
で
き
る
状
態
に
な
つ
て
い
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。 

駐
留
軍
用
地
特
措
法
で
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
は
、
二
及
び
三
に
つ
い
て
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
現
地 

 

に
即
し
て
特
定
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

五
に
つ
い
て 

駐
留
軍
用
地
特
措
法
第
三
条
に
い
う
「
適
正
且
つ
合
理
的
で
あ
る
と
き
」
と
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国 

と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
規
定
す
る
目
的
達
成
の
た
め
駐
留
す
る
米
軍
が
施
設
及
び 

 

区
域
と
し
て
土
地
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
と
き
で
あ
る
。 

六
に
つ
い
て 

今
回
、
駐
留
軍
用
地
特
措
法
に
よ
り
使
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
五
年
を
超
え
な
い
範
囲 

 

内
で
そ
の
使
用
期
間
を
定
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




